
   

別記様式第１号（第２条関係） 

 

職員の任免及び職員数に関する状況報告書 

 

１ 職員の採用状況（平成２３年度）               （単位：人） 

区 分 試 験 選 考 合 計 

一般行政職 ２ ０ ０ 

事 務 職 ２ ０ ０ 
  

技 術 職 ０ ０ ０ 

技能労務職 ０ ０ ０ 

 

２ 退職の状況（平成２３年度）                 （単位：人） 

そ の 他 

区 分 
定 年 

退 職 

勧 奨 

退 職 普通

退職

分限

免職

懲戒

免職
失職

死亡

退職 

任期

満了 

合 計

一般行政職 ５ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７ 

技能労務職 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

備考 表中に掲げる用語の意義は、次のとおりである。 

⑴ 定年退職 地方公務員法（昭和２６年法律第２６１号）第２８条の２第１

項の規定による退職 

⑵ 勧奨退職 任免権者が行う退職勧奨に応じた退職 

⑶ 普通退職 自己都合による退職 

⑷ 分限免職 地方公務員法第２８条第１項の規定による免職 

⑸ 懲戒免職 地方公務員法第２９条の規定による免職 

⑹ 失  職 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職 

⑺ 任期満了 定められた任期が満了したことによる退職 

 

 

 



別記様式第２号（第２条関係）

１　総括
⑴　人件費の状況（普通会計決算）

⑵　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
（注）２　職員数は、４月１日現在の職員数である。

⑶　特記事項
な

⑷　ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

職員数

Ａ

給　　　与　　　費

給　料 職員手当 期末･勤勉手当 　 計　Ｂ

一人当たり

給与費 Ｂ/Ａ

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

千円 千円 千円人 千円 千円 千円

202,168

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準
　　　　を示す指数である。

（注）２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均
　　　　したものである。

859,799 5,442 5,525158 558,041 99,590

給料月額平均１４％の減額、期末勤勉手当の役職加算の適用除外等

22年度
10,089 7,553,545 169,997

％

1,374,061 18.2% 19.5%

（参考）

前年度の人件費率

％

区分
Ａ Ｂ Ｂ/Ａ

住民基本台帳

人口(年度末)

実質収支 人件費 人件費率

22年度

歳出額

人 千円

区分

千円 千円

給与・定員管理等の状況報告書

H18
93.9H18

92.8

H18
98.5

H23
95.3H23

94.5

H23
86.6

80

85

90

95

100

洞爺湖町 類団平均 全国町平均



⑸　給与改定の状況
①月例給

②特別給

２　一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日）

424,600

１ 号 給 の
給 料 月 額
最 高 号 給 の
給 料 月 額

243,700 309,200

135,600 185,800 222,900 261,900

402,500

６　級

289,200 320,600

（単位：円）

１　級 ２　級 ３　級 ４　級

―

356,400 390,100

５　級

22年度

割合　　Ａ

― ―

区分

（注）　「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員
　　の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

― ―

国の年間

―

―

（参考）

国の改定率

―

支給月数　Ｂ Ａ－Ｂ （改定月数） 支給月数

年間支給月数

（参考）

民間の支給 勧　告公務員の　 較　差

人事委員会の勧告

公務員給与 較　差 勧　告

（注）　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイ
　　　レス比較した平均給与月額である。

給与改定率

Ｂ Ａ－Ｂ （改定率）

人事委員会の勧告

区分

Ａ

22年度
―

民間給与

― ― ―

― ― ― ― ―

―



３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
⑴　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２３年４月１日現在）
①一般行政職

②技能労務職

平均給与月額
（国ベース）

洞爺湖町 44.2歳 304,351円 356,823円 345,963円

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

373,413円

国 42.3歳 327,205円 ― 397,723円

北海道 45.3歳 317,401円 395,579円

類似団体 42.8歳 314,720円 365,081円 339,812円

参考

Ａ/Ｂ平均年齢 職員数
平均給料
月額

12人 289,327円 320,752円

平均給与月額
（Ｂ）

平均年齢
平均給与月額

（Ａ）
平均給与月額
（国ベース）

317,268円 ― ―

公　　務　　員

対応する民間
の類似職種

民　　　　間

区　　分

うち公務補

洞爺湖町 47.9歳

49.5歳

北海道

国

類似団体

48.8歳

― ―

45.8歳 7人 276,686円 306,151円 303,323円 用務員 53.8歳 209,700円 1.5

51.8歳 5人 307,025円 341,317円 338,636円 ― ― ― ―

― ― ― ―

―

349,305円 ― ― ―

321,662円 ― ― ―

―

3,689人 283,862円 ―

9人 285,441円 304,255円

―

北海道

国

類似団体

376人 317,658円 348,522円

参　　考

年収ベース（試算値）の比較

50.7歳 ― ― ―

Ｃ/Ｄ

296,090円

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（３ヵ年平均）

※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している
　ものではない。

―

―

―

うち公務補

―

1.5

―

―

うちその他

3,673,812円

―

―

―

―

―

―

――

※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、
　公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた
　試算値である。

2,516,400円

―

公務員
（Ｃ）

―

民間
（Ｄ）

―

うちその他

区　　分

洞爺湖町

―



⑵　職員の初任給の状況（平成２３年４月１日現在）

⑶　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２３年４月１日現在）

技能労務職

高 校 卒 124,698円 129,592円 140,100円

高 校 卒 124,689円 129,592円 ―

大 学 卒 153,258円 159,285円 172,200円

洞爺湖町

一般行政職

北海道 国区　　　分

中 学 卒 120,684円 ―

一般行政職
大 学 卒 237,562円 294,437円

技能労務職

―

区　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

312,965円

高 校 卒 220,850円 237,562円 276,377円

高 校 卒 ― 306,910円 245,341円

中 学 卒 ― ― ―



４　一般行政職の級別職員数等の状況
⑴　一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在）

（注）１　洞爺湖町職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
（注）２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注）　平成１９年に８級制から６級制に変更している。

⑵　昇給への勤務成績の反映状況

１　級

２　級

標準的な職務内容

係員の職務

相当高度の知識又は経験を必要とする業
務を行う係員の職務

職員数 構成比

1人

３　級

1.0%

1人 1.0%

36人 34.6%

区　分

４　級

５　級

６　級

主任の職務

係長の職務

課長補佐の職務

課長の職務

33人 31.7%

11人 10.6%

22人 21.2%

人事評価制度を試行しており、今後において人事評価結果に基づいた昇給への仕組みを検討する予
定

1.9% 2.8%

３級
34.6%

３級
35.5%

３級
36.7%

４級
31.7%

４級
29.9%

４級
27.5%

10.6% 14.0% 16.5%

６級
21.2%

６級
18.7%

６級
16.5%

１級
1.0%

１級
0.0%

１級
0.0%

２級
1.0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

本年 １年前 ２年前



５　職員の手当の状況
⑴　期末・勤勉手当

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

⑵　退職手当（平成２３年４月１日現在）

⑶　地域手当（平成２３年４月１日現在）

１人当たり平均支給額（22年度）１人当たり平均支給額（22年度）

（平成22年度支給割合）

―

洞爺湖町 北海道 国

1,281千円 1,582千円

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.60月 1.35月

（加算の措置状況） （加算の措置状況） （加算の措置状況）

職務の級等による加算措置
　役職段階別加算　5%～15%
※ H23.3までは、全額削減

職務の級等による加算措置
　役職段階別加算　5%～20%
　管理職加算　　 10%～25%

職務の級等による加算措置
　役職段階別加算　5%～20%
　管理職加算　　 10%～25%

期末手当 勤勉手当

2.60月 1.35月 2.60月 1.35月

人事評価制度を試行しており、今後において人事評価結果に基づいた勤勉手当の支給の仕組みを検
討する予定

（支給率）

勤続２０年

勤続２５年

自己都合 勧奨・定年

23.50月 30.55月

33.50月 41.34月

59.28月

勤続３５年

最高限度額

その他の加算措置

33.50月 41.34月

47.50月 59.28月

自己都合 勧奨・定年

23.50月 30.55月

１人当り平均支給額 5,514千円 24,483千円

（定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算）

その他の加算措置

（支給率）

勤続２０年

勤続２５年

勤続３５年

59.28月

47.50月 59.28月

最高限度額 59.28月 59.28月

（定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算）

0%

洞　　爺　　湖　　町 国

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支給実績（22年度決算）

支給職員１人当り平均支給額（22年度決算）

0千円

0円

0% 0人



⑷　特殊勤務手当（４月１日現在）

⑸　時間外勤務手当

⑹　その他の手当（平成２３年４月１日現在）

手当の種類（手当数） 4

支給実績（22年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度）

140,400円

28,080円

1.8%

主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価主な支給対象業務

野犬掃とう手当 従事した職員 野犬の掃とう 日額　３００円

手当の名称

特殊作業自動車運転手当 従事した職員 除雪車等の運転 日額　３００円

日額　３００円

げき薬取扱手当 従事した職員 げき薬の取扱い 日額　７５０円

害虫駆除手当 従事した職員 害虫の駆除

支給実績（22年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

支給実績（前度決算）

職員１人当たり平均支給年額（前度決算）

9,279,176円

106,657円

11,301,342円

137,821円

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（22年度決算）

扶養手当
扶養親族１人につき6,500円～13,000
円を支給（月額）

同じ

管理職手当
管理監督の地位にある職員に対し、そ
の職の特殊性に基づき48,900円～
61,800を支給（月額）

同じ

支給職員１人当り
平均支給年額

（22年度決算）

19,424,884円 524,997円

8,533,000円 258,576円

22,809,500円 256,287円

住居手当
借家等に居住する職員に対し27,000円
を限度に支給（月額）

同じ

通勤手当

交通機関を利用する職員に対し月額
55,000円限度に支給。自家用車等を使
用する職員に対し月額2,000円～
24,500円を支給

同じ

13,758,400円 86,531円

単身赴任手当
異動等により配偶者と住居を異にする
職員に対し月額23,000円を支給

同じ

4,952,200円 70,746円

0円 0円

0円 0円

寒冷地手当
地域、世帯等の区分に応じ月額8,600
円～23,360円を11月から3月まで支給

休日勤務手当
祝日に勤務を命じられた職員に対し、
１時間当りの給与額の100/135を支給

同じ

同じ

0円
管理職特別勤
務手当

土日及び祝日に勤務を命じられた職員
に対し、１回6,000円(１回の勤務が６
時間を超える場合は9,000円)を支給

異なる
支給額を国の半
分としている。

0円



６　特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在）

／

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

区　　　分 給　　料　　月　　額　　等

（注）２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、
　　　　１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

町 長 589,100円

(807,000円)

副 町 長 476,600円

(653,000円)

議 長 284,000円

給

料

報

酬

（22年度支給割合）　　　３．９５月

議 員 185,000円

副 議 長 233,000円

855,000円 441,200円

（参考）類似団体における最高／最低額

689,000円 398,100円

408,000円 218,000円

町 長

副 町 長

320,000円

副 町 長

議 長

副 議 長

議 員

　807,000円×在職年数×5.313　　　17,150,364円　　　　　　任期毎

155,000円

期
末
手
当

町 長

退
職
手
当

（22年度支給割合）　　　３．９５月

（22年度支給割合）　　　３．９５月

　653,000円×在職年数×3.355　　　 8,763,260円　　　　　　任期毎

（算定式）　　　　　　　　　　　（１期の手当額）　　　（支給時期）

備 考

（22年度支給割合）　　　３．９５月

（22年度支給割合）　　　３．９５月

340,000円 174,000円



７　職員数の状況
⑴　部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
（注）２　〔　　〕内は、条例定数の合計である。

⑵　年齢別職員構成の状況（平成２３年４月１日現在）

平成23年

区　分

職員数 0人 0人

主　な　増　減　理　由

21人

平成22年

職　　員　　数 対 前 年
増 減 数

25人 1人 170人26人 17人 23人 15人3人 9人 30人

<参考>
　人口１万人当たり職員数　168.50人

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳

〔214〕

計

<参考>
　人口１万人当たり職員数　149.67人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　101.98人）

51歳 55歳

-        

1人      

<参考>
　人口１万人当たり職員数　109.03人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　80.49人）

〔0〕

-        

-        

-        

△7人    

△7人    

△3人    

-        

△5人    

-        

-        

52歳 56歳 60歳

-        

△7人    

-        

40歳 44歳 48歳

〔214〕

～ ～ ～ ～ ～

合　　　　計

未満

10人     

19人     19人     

177人    170人    

158人    151人    

6人      6人      

5人      5人      

9人      10人     

32人     27人     

15人     15人     

-        

一
般
行
政
部
門

教育部門

小　　計

3人      3人      

38人     35人     

7人      7人      

土　　木

計

～～

8人      8人      

117人    110人    

41人     41人     

会
計
部
門

公
営
企
業
等
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⑶　職員数の推移
（単位：人・％）

△ 28

(△ 19.71)

(△ 4.65)

－

(△ 16.11)

(5.56)

(△ 14.14)

18年

△ 27

△ 2

－

過去５年間
の増減数（率）

22年21年20年19年

－

部門別

△ 29

119

41 41

－ － － －

198 195 191 181 170

21 20 18 19

教　　育

消　　防

総 合 計

－

43 42 42 42

177

137 132 129

年　度

121 117 110

23年

公営企業会計 計

163 158 151

18

180 174 171普通会計 計

一般行政



８　公営企業職員の状況（水道事業）
⑴　職員給与費の状況（決算）

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
（注）２　職員数は、３月３１日現在の職員数である。

特記事項

⑵　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２３年４月１日現在）

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当を含む。

⑶　職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当

洞爺湖町（一般行政職）

期末手当

洞爺湖町

勤勉手当

2.60月 1.35月

職務の級等による加算措置
　役職段階別加算　5%～15%
※ H23.3までは、全額削減

（加算の措置状況）

（22年度支給割合）

職務の級等による加算措置
　役職段階別加算　5%～15%
※ H23.3までは、全額削減

（加算の措置状況）

2.60月 1.35月

１人当たり平均支給額（22年度）

1,097千円

期末手当勤勉手当

１人当たり平均支給額（22年度）

1,281千円

（22年度支給割合）

事 業 者 46.2歳 264,647円 379,518円

団体平均 45.6歳 362,100円 535,892円

洞爺湖町 44.2歳 305,005円 446,136円

給料月額平均１４％の減額、期末勤勉手当の役職加算の適用除外等

6,4431,949 6,579 27,055 5,411
22年度

人 千円 千円

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

区分
職員数 給　　　与　　　費

Ａ 給　料

22年度

給与費比率　Ｂ／Ａ

総費用

Ａ

千円 ％

職員給与費
区分

Ｂ

総費用に占める職員

実質収支

職員手当 期末･勤勉手当 給与費 Ｂ/Ａ

一人当たり

（参考）
21年度の総費用に占
める職員給与費比率

％

21.89%

純損益又は

一人当たり給与費

千円

203,205 28,680

　 計　Ｂ

千円

37,563 18.49%

（参考）類似団体平均

5 18,527

千円 千円 千円 千円



②　退職手当（平成２３年４月１日現在）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、22年度に退職した職員に支給された平均額である。

⑷　地域手当（平成２３年４月１日現在）

⑸　特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在）

⑹　時間外勤務手当

25,650千円

洞　　爺　　湖　　町

（支給率） 自己都合

（定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算）

23.50月

0千円

59.28月

23.50月

41.34月

勤続２０年 30.55月

支給実績（前度決算） 429,431円                         

職員１人当たり平均支給年額（前度決算） 71,572円                          

支給実績（22年度決算） 218,905円                         

職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 43,781円                          

害虫駆除手当 従事した職員 害虫の駆除 日額　３００円

げき薬取扱手当 従事した職員 げき薬の取扱い 日額　７５０円

特殊作業自動車運転手当 従事した職員 除雪車等の運転 日額　３００円

野犬掃とう手当 従事した職員 野犬の掃とう 日額　３００円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度） 0.0%

手当の種類（手当数） 4

支給実績（22年度決算） 0円

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 0円

0% 0人 0%

支給職員１人当り平均支給額（22年度決算） 0円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支給実績（22年度決算） 0千円

その他の加算措置その他の加算措置

0千円

（定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算）

0千円１人当り平均支給額 １人当り平均支給額

（支給率）

最高限度額 59.28月 59.28月 最高限度額

勤続２５年 33.50月

勤続３５年 47.50月

59.28月

勤続３５年 47.50月

30.55月

33.50月 41.34月勤続２５年

勤続２０年

59.28月

59.28月

勧奨・定年自己都合 勧奨・定年

洞爺湖町（一般行政職）



⑺　その他の手当（平成２３年４月１日現在）

0円 0円異なる
支給額を国の半
分としている。

同じ

397,000円 79,400円

0円 0円

0円 0円日直手当
日直勤務を命じられた職員に１回
4,200円を支給

管理職特別勤
務手当

土日及び祝日に勤務を命じられた職員
に対し、１回6,000円(１回の勤務が６
時間を超える場合は9,000円)を支給

休日勤務手当
祝日に勤務を命じられた職員に対し、
１時間当りの給与額の100/135を支給

同じ

寒冷地手当
地域、世帯等の区分に応じ月額8,600
円～23,360円を11月から3月まで支給

同じ

0円 0円

通勤手当

交通機関を利用する職員に対し月額
55,000円限度に支給。自家用車等を使
用する職員に対し月額2,000円～
24,500円を支給

単身赴任手当
異動等により配偶者と住居を異にする
職員に対し月額23,000円を支給

同じ

同じ

528,000円 264,000円

312,000円 312,000円

24,000円 24,000円

住居手当
借家等に居住する職員に対し27,000円
を限度に支給（月額）
持家取得後５年間、月額2,500円支給

同じ

扶養手当
扶養親族１人につき6,500円～13,000
円を支給（月額）

同じ

支給職員１人当り
平均支給年額

（22年度決算）

管理職手当
管理監督の地位にある職員に対し、そ
の職の特殊性に基づき48,900円～
61,800を支給（月額）

同じ 469,440円 469,440円

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（22年度決算）



   

別記様式第３号（第２条関係） 

 

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況報告書 

 

１ 勤務時間の状況（平成２３年４月１日現在） 

勤 務 時 間 の 割 振 り 
１週間の勤務時間 

始 業 終 業 休憩時間 休息時間 週休日 

３８時間４５分 ８：４５ １７：３０
１２：００

～ 
１３：００

  -  土・日 

備考１ 「１週間の勤務時間」は、地方公務員法第２４条第６項の規定に基づき

条例で定められた職員の勤務時間である。 

   ２ 「勤務時間の割振り」は、月曜日から金曜日の午前８時４５分から午後

５時３０分の時間帯（それに準じた時間帯）に勤務時間が割振られている職

員の勤務時間である。 

 

２ 年次休暇の状況（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日） 

総付与日数 総使用日数 全期間在職職員数 一人当たり平均使用日数

  ５，５１４日   １，７４０日  １４３人  １２．１６日  

備考１ 「全期間在職職員数」は、当該年度の全期間在職した職員の合計とし、

当該期間中に育児休業、分限休職の事由がある職員及び派遣職員を除く。 

   ２ 「総付与日数」は、当該年度の４月１日現在において全期間在職した職

員に付与された日数（前年度からの繰越分を含む。）の合計である。 

   ３ 「総使用日数」は、全期間在職した職員の使用した年次休暇の合計であ

る。 

 



   

別記様式第４号（第２条関係） 

 

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況報告書 

 

１ 分限処分の状況（平成２３年度）               （単位：件） 

処分事由 地方公務員法 降 任 免 職 休 職 合 計

勤務成績が良くない

場合 
第２８条第１項第１号 ０ ０ ０ ０ 

心身の故障の場合 
第２８条第１項第１号

     第２項第１号
０ ０ ０ ０ 

職に必要な適格性を

欠く場合 
第２８条第１項第３号 ０ ０ ０ ０ 

職制、定数の改廃、予

算の減少により廃職、

過員を生じた場合 

第２８条第１項第４号 ０ ０ ０ ０ 

刑事事件に関し起訴

された場合 
第２８条第２項第２号 ０ ０ ０ ０ 

地方公務員法第２８条第４項により失職した者 ０ ０ ０ ０ 

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

第５条により失職しなかった者 
０ ０ ０ ０ 

合 計 ０ ０ ０ ０ 

備考１ 職員のうち、地方公務員法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する

条例（平成１８年洞爺湖町条例第２０号）に基づき分限処分に付された者の

状況であり、当該年度において同一の者が複数回にわたって分限処分に付さ

れた場合は、重複して計上している。 

  ２ ２以上の処分事由により分限処分に付された場合は、主たる処分事由に計

上している。 

  ３ 休職に付されている者の休職期間が更新された場合は、その都度計上して

いる。 

 

２ 懲戒処分の状況（平成２３年度）               （単位：件） 

処分内容 戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計 

処分者数 ０ ０ ０ ０ ０ 

 



   

別記様式第５号（第２条関係） 

 

職員の服務の状況報告書 

 

営利企業等の状況（平成２３年度） 

営利企業等の従事許可申請 申請件数 許可件数 

１件  １件  １件  

備考 地方公務員法第３８条及び洞爺湖町職員服務規程（平成１８年洞爺湖町訓令

第１７号）第１９条の規定に基づく営利企業等の従事許可の状況である。 



   

別記様式第６号（第２条関係） 

 

職員の研修及び勤務成績の評定の状況報告書 

 

１ 研修の状況（平成２３年度） 

研修の名称 研修の内容 対象者 実施回数 修了者数

コーチング 管理職員 １  １名

経営改革と行政評価  管理職員 １  １名

人事評価研修 管理職員 １ ３４名
経営能力研修 

目標管理制度研修 管理職員 １ ３５名

法務基礎研修 一般職員 １  ２名

法務応用研修 一般職員 １  ２名

採用１０年未満職員の研修 一般職員 １  ２名

政策形成能力研修 一般職員 １ １７名

新規採用職員研修 新規職員 １ ２名

監督者研修 係長職員 １ ２名

管理者研修 管理職員 １ ２名

観光振興研修 一般職員 ３ １名

税務研修 一般職員 ３ ３名

保育実習研修 保 育 士 １ ５名

専門能力研修 

保育所研修 保 育 士 １  １名

地域力向上研修 一般職員 １  ２名

政策法務研修（条例立案） 一般職員 １  １名

政策形成基礎講座 一般職員 １  １名

政策形成能力

研修 

いぶりトーク２０１１ 一般職員 １  １名

クレーム研修 一般職員 １  ３名
対人能力研修 

プレゼンテーション研修 一般職員 １ １名

 

２ 勤務成績の評定の状況（平成２３年度）     

評定の方法 評定者 評定結果の活用 

      ― ― ―  

      ―  ―  ―  

備考 地方公務員法第４０条の規定に基づき、任命権者が行う勤務成績の評定の

状況である。 



   

別記様式第７号（第２条関係） 

 

職員の福祉及び利益の保護の状況報告書 

 

１ 厚生制度の状況（平成２３年度） 

区 分 内 容 実施状況 

健康診断（嘱託職員含む）  ９６名 

総合健康診断 １２５名 

脳ドック健診  １０名 

メンタルヘルスセミナー   ２名 

職員の保健に関すること 

いきいきヘルシーライフセミナー   ２名 

職員の元気回復に関すること フットパスウォーキング  ３１名 

 

 

２ 公務災害補償の状況 

⑴ 公務災害（平成２３年度） 

認 定 件 数 前年度末現在 

未処理件数 
受理件数 

公務上 公務外 
取下げ件数 

年 度 末

未処理件数

０ １ １ ０ ０ ０ 

備考 地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）に基づく職員の公務災

害補償の状況である（（２）において同じ）。 

 

⑵ 通勤災害（平成２３年度） 

認 定 件 数 
前年度末現在 

未処理件数 
受理件数 通 勤 災 害

該 当

通 勤 災 害

非 該 当

取下げ件数 
年 度 末

未処理件数

０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 



   

別記様式第８号（第３条関係） 

 

勤務条件に関する措置の要求の状況報告書 

  （平成２３年度）  

  

区 分 

前 年 度 末

現 在 未 処

理 件 数 

措 置 要 求

件 数
処理件数

前年度末現

在未処理件

数に係る処

理 件 数

今年度の措

置要求件数

に係る処理

件 数 

年 度 末 現

在 未 処 理

件 数

給 与 （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ）

勤務時間 （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ）

休 暇 （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ）

そ の 他 （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ）

計 （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ）

備考 １ 件数は、措置要求をした個々の職員１人をもって１件とし、数人の職員

が共同で措置要求した場合も職員１人をもって１件としている。また、１人

の職員が２以上の異なる区分について同時に措置要求した場合は、それぞれ

を１件としている。 

   ２ 「措置要求件数」は、公平委員会に対して措置要求がなされたものすべ

て件数である。 

   ３ 「処理件数」には、措置要求が適法要件を欠くため、実体審理に入らな

いで不受理（却下）としたものも含む。 

   ４ 各欄の括弧書は事案数を計上し、審理の過程において併合が行われた場

合には１事案とし、分離が行われた場合にはそれぞれ１事案としている。 



   

別記様式第９号（第３条関係） 

 

不利益処分に関する不服申立ての状況報告書 

 （平成２３年度）  

  

区 分 

前 年 度 末

現 在 未 処

理 件 数 

不 服 申 立

て 件 数
処理件数

前年度末現

在未処理件

数に係る処

理 件 数

今年度の不

服申立て件

数に係る処

理 件 数 

年 度 末 現

在 未 処 理

件 数

分限処分 （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ）

懲戒処分 （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ）

転 任 （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ）

そ の 他 （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ）

計 （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ） （ ０ ）

備考 １ 件数は、不服申立てをした個々の職員１人をもって１件としている。 

   ２ 「不服申立て件数」は、公平委員会に対して不服申立てがなされたもの

すべて件数である。 

   ３ 「処理件数」には、不服申立てが適法要件を欠くため、実体審理に入ら

ないで不受理（却下）としたものも含む。 

   ４ 各欄の括弧書は事案数を計上し、審理の過程において併合が行われた場

合には１事案とし、分離が行われた場合にはそれぞれ１事案としている。 


